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静岡県教育振興基本計画(2022 年度～2025 年度)の 2025 年度評価結果

１ 要 旨

「静岡県教育振興基本計画(2022 年度～2025 年度)」（以下「計画」という。）について、

令和７年度の評価結果を以下のとおり取りまとめた。

今後、県議会へ報告の上、県ホームページで公表する。

２ 概 要

(1) 評価書の取りまとめ方法

「県教育振興基本計画推進本部」（庁内組織）を通じた自己評価を基に、「県教育振

興基本計画推進委員会」（外部有識者会議）の意見を踏まえ取りまとめる。

(2) 令和７年度評価方法

○県総合計画の評価方針に準じて評価を実施。

・次期計画策定の前倒しを踏まえ、総括評価は昨年度中に実施済。

・今年度評価では、前年度実績を中心とした最新実績値で取組の進捗状況を確認。

○指標の進捗状況の評価

・成果指標…５段階評価（目標値以上、Ａ、Ｂ、Ｃ、基準値以下）

・活動指標…３段階評価（◎、〇、●）

(3) 令和７年度評価結果の概要（指標の評価結果）

ア 成果指標

イ 活動指標

３ 今後のスケジュール

章立て 目標値
以上

Ａ Ｂ Ｃ
基準値
以下

― 計

第１章 「文・武・芸」三道の鼎立を目指す教育の実現 4 0 4 9 5 1 23

第２章 未来を切り拓く多様な人材を育む教育の実現 3 0 9 5 3 6 26

第３章 社会総がかりで取り組む教育の実現 1 0 2 0 0 2 5

計 8 0 15 14 8 9
54

評価区分確定指標(45 本)に対する割合
17.8% 0% 33.3% 31.1% 17.8% ―

51.1% 48.9% ―

章立て ◎ 〇 ● ― 計

第１章 「文・武・芸」三道の鼎立を目指す教育の実現 13 39 29 2 83

第２章 未来を切り拓く多様な人材を育む教育の実現 22 40 28 2 92

第３章 社会総がかりで取り組む教育の実現 5 8 8 2 23

計 40 87 65 6
198

評価区分確定指標(192 本)に対する割合
20.8% 45.3% 33.9% ―

66.1% 33.9% ―

時 期 内 容

３月上旬 県議会２月定例会へ報告

３月中 県ホームページで公表

資料１



「静岡県教育振興基本計画」の概要

　本県の状況・課題

　計画策定の趣旨

１ 計画策定の趣旨

2025年３月に策定した「静岡県教育大綱」を踏まえ、

今後４年間に取り組む具体的な施策等をまとめた

「静岡県教育振興基本計画」を策定しました。

２ 計画の位置付け

教育基本法第17条第２項に基づく「教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画」に位置付けられます。

また、県総合計画の分野別計画に位置付けられます。

３ 計画の期間

2025（令和7）～2028（令和10）年度までの
４年間　※静岡県教育大綱と同一期間

2025(R7)年度 2026(R8)年度 2027(R9)年度 2028(R10)年度

本県の将来推計人口

● 本県の人口は減少局面を迎えています。
　 構造的には高齢者が多く、年齢が低く
   なるにつれて減少する傾向です。

　今後の方向性

【出典】静岡県教育委員会調査（政令市を除く）

IT人材需給の推計

● AI技術の進展により、高度なデジタル
   人材の育成が不可欠となっています。
   国の試算では、2030年までにIT人材の
   供給が16万人～79万人程度不足すると
   推計されています。

本県の不登校児童生徒数推移

● 不登校児童生徒数は増加傾向にあります。
　 その背景は、複合的な要因が関係して
   いると分析されています。

本県の公立小中高教員採用試験志願者数推移

● こどもの多様なニーズに応えるためには、
   十分な教員の人数と専門性が必要です。

　静岡県総合計画～しずおかウェルビーイングプラン～

　静岡県教育大綱・静岡県教育振興基本計画

基本理念

未来を切り拓く人材の育成と社会を生き抜く力を育む
教育の実現
　社会が急激に変化する予測困難な時代において、静岡県が直面する課題を解
決し、持続的な発展につなげていくためには、自ら課題を的確に捉えて解決に
つなげる能力を持ち、未来を切り拓いていくことのできる多様な人材を育てて
いくことが重要です。

　また、将来を見据えると、全ての人が持続可能な社会の担い手として、自ら
の個性や能力を発揮し、多様な人々と協働しながら社会や人のために行動して
いくことも求められます。自分の夢を実現でき、幸せを実感できる「幸福度日
本一の静岡県」を目指し、全ての人の個性や能力を伸ばす教育を推進します。

取組方針（計画の大柱）

（大柱）

Ⅰ 未来を創造する力を育む教育の推進

Ⅱ 全ての人の学びを支え力を引き出す教育の推進

Ⅲ 地域ぐるみで取り組む教育の推進

Ⅳ 学びを支える基盤づくり

静岡県総合計画「目指す姿」：幸福度日本一の静岡県

学校だけでなく、広
い学びの場が必要！

自分の意見を持ち、
伝える力が大切！

自分の個性が認めら
れる環境が大切！

快適で清潔な学習環
境が必要！

　ポイント！

　ウェルビーイングの視点を取り入れます
　・県民の幸福実感への影響を分析・検討
　・県民意識を踏まえて、政策を充実・強化

（人）

　ポイント！
こどものこえを掲載

【出典】「IT人材需給に関する調査」（経済産業省：みずほ情報総研㈱）をもとに作成
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【出典】文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」　　　　　　
　　　　 をもとに作成（政令市を除く）
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「静岡県教育振興基本計画」の概要

目指す姿 中柱 小柱 工程を示す年次数値 現状値 R7 R8 R9 R10目標値

　自ら課題を的確に捉え、解決につなげる能力とと
もに、時代の先を読みつつ、新しいことに貪欲に挑
戦し、新たな価値を創造できる力を育む教育を推進

します。
　グローバルな視点と郷土に対する愛情を持って静
岡県に貢献する人を育てます。

１
創造性を育む学びの

充実

個別最適な学び・協働的な学び・
探究的な学びの深化

高等学校における探究コンソーシア
ムを核とした探究学習の推進

乳幼児の教育・保育の充実
架け橋期のカリキュラムを作成した
市町数

８市町 10市町 20市町 30市町 35市町

優れた才能や社会に貢献する力を

伸ばす教育の充実
高等学校における高度デジタル人材
や成長分野を支える人材の育成

高等学校の魅力化・特色化 高等学校の在り方の検討と具現化

活力ある多文化共生社会の実現に
向けた教育環境の充実

希望する教育や就業の実現に向けた
日本語教育支援

２
地域の将来を担う

人材の育成

キャリア形成能力を育む教育の

推進
産学官の連携によるキャリア教育の
推進

専門的職業人材の育成
静岡県産業教育審議会による答申の
具現化

３
グローバル人材の
育成

国際的な学びと地域学の推進
県内高等教育機関や高等学校
等から海外への留学生数

(大学生等)

(高校生等)

587人
73人

1,000人
75人

1,030人
75人

1,060人
75人

1,100人
75人

４ 高等教育の充実
高等教育機能の強化、大学間・

産学官連携の推進
静岡県立大学、静岡文化芸術大学の
中期目標

【静岡県立大学】
第３期（R1～R6）
中期目標期間評価

【静岡文化芸術大学】
第３期（R４～R９）

中期目標見込み評価

【静岡文化芸術大学】
第４期（R10～R15）

中期目標策定

【静岡文化芸術大学】
第３期（R４～R９）
中期目標期間評価

５
スポーツや文化芸術
を通じた豊かな心身
の育成

スポーツに親しむ環境づくりと
健康教育の推進

成人の週１回以上のスポ―ツ実施率 50.1％ 55.0％ 60.0％ 65.0％ 70.0％

文化芸術活動の活性化、地域資源
の活用と未来への継承 

こどもを対象とした文化事業参加者
数

62,476人 64,000人 66,000人 68,000人 70,000人

目指す姿 中柱 小柱 工程を示す年次数値 現状値 R7 R8 R9 R10目標値

　個々の実情やニーズに沿った多面的・総合的な支
援を実施することで全ての人の可能性を引き出すと
ともに、社会を生き抜く力を育む教育を推進します。

　多様性を尊重し、個に応じて誰もが社会の担い手
として活躍できる社会を目指します。

１
多様性を尊重する
教育の推進

人権教育の推進と人権意識の
更なる醸成

人権啓発講座等の参加者数
累計

650,000人
累計

675,000人
累計

700,000人
累計

725,000人
累計

750,000人

２
個別の教育的ニーズ
に応じたきめ細かな

支援

一人ひとりに応じた多様で柔軟な

支援
相談できる人がいると答える
児童生徒の割合

小　95.7％

中　93.2％

小　100％

中　100％

小　100％

中　100％

小　100％

中　100％

小　100％

中　100％

こどもや保護者の経済的負担軽減
県内の生活保護世帯のこどもの高校
等進学率

84.6％ 92.5％

特別な支援が必要な児童生徒への
教育の充実

特別支援学校から小・中学校への
交流及び共同学習の実施人数

1,074人 1,200人 1,300人 1,400人 1,500人

目指す姿 中柱 小柱 工程を示す年次数値 現状値 R7 R8 R9 R10目標値

　地域との連携により魅力ある学校づくりを進める

とともに、学校、家庭、地域等が主体的に連携し互
いに学びを支え合うことにより、地域ぐるみで教育
を推進します。

　誰もが生涯を通じて学び続けることのできる環境
を整備し、地域社会を担う人を育てます。

１
社会とともにある
開かれた教育行政の

推進

社会全体の意見を反映した教育行

政の推進
市町教育長会議等の開催回数 15回 15回 累計30回 累計45回 累計60回

学校・家庭・地域等の連携推進
小・中学校における地域学校協働本
部の整備率

84.7％ 85.0％ 87.0％ 89.0％ 90.0％

２
生涯を通じた学びの
機会の充実

誰もが生涯を通じてともに学ぶこ
とのできる機会の充実

「公民館・生涯学習施設等の講座・
学級」開催回数 5,320回 6,000回

累計
12,000回

累計
18,000回

累計
24,000回

目指す姿 中柱 小柱 工程を示す年次数値 現状値 R7 R8 R9 R10目標値

　教職員の資質向上や働き方改革を進めるとともに、
教育ＤＸにより学びの高度化や校務の効率化等を図

り、学びを支える基盤を充実します。
　学校施設等の安全・安心を確保するとともに、過
ごしやすい環境の整備を推進します。

１
学びの充実に向け
た教育環境の整備

教職員の資質向上、教職員の働き
方改革の推進

研修の成果を授業改善や学校運営に
役立てた教員の割合

93.3％ 94.0％ 96.0％ 98.0％ 100％

教育ＤＸの推進による学びの充実 教材研究・指導準備・評価・校務等
にＩＣＴを活用する教員の割合

90.3％ 92.7％ 95.1％ 97.5％ 100％

２
学校施設等の安
全・安心の確保と
向上

学校施設等の整備・充実 老朽化対策、施設整備を完了した
県立学校の棟数

Ｈ28～R6　
累計　23棟

累計

24棟

累計

29棟

累計

33棟

累計

35棟

児童生徒等の安全確保 各校における実践的防災訓練の実施

Ⅳ 学びを支える基盤づくり

Ⅲ 地域ぐるみで取り組む教育の推進

Ⅱ 全ての人の学びを支え力を引き出す教育の推進

Ⅰ 未来を創造する力を育む教育の推進

地域協議会の開催、グランドデザインの策定

グランドデザインの具現化

外国人のこどもの日本語指導の実施、学校におけるやさしい日本語活用促進

日本語教育人材や教材提供 留学生等への日本語教育支援

答申の具体的方策の具現化審議会の開催

毎年度、全国平均を目標

実践的防災訓練の推奨 防災訓練の確認と検証 実践的訓練定着

全地区でのコンソーシアムの構築

各校における探究活動の深化

学校設定科目の研究と開設

DXハイスクールへの指定
他校への展開

高校と商工会議所等とのコンソーシアムの構築

産学官の連携によるキャリア教育の推進



静岡県教育振興基本計画 2025→2028（案）に対する意見への対応

１ 要旨

こども・若者の意見聴取（オンラインプラットフォーム「こえのもりしずおか」及び

学校訪問ワークショップ）、令和７年 12 月県議会定例会及びパブリックコメントにおけ

る意見を踏まえ、「静岡県教育振興基本計画 2025→2028（案）」を作成した。

２ こども・若者の意見聴取

(1) オンラインプラットフォーム「こえのもりしずおか」

(2) 学校訪問ワークショップ

３ 令和７年 12 月県議会定例会常任委員会における意見の対応区分

４ パブリックコメントにおける意見の対応区分

実施期間 令和７年 12 月 17 日～令和８年１月６日

５ 提出された意見の要旨及び意見に対する考え方

別冊資料３のとおり

区 分 内 容

実施期間 令和７年９月１日～10 月１日

意見提出件数 725 件

区 分 内 容

実施期間 令和７年９月１日～10 月６日

訪問学校数 ７校１団体

参加者数（特別支援学校、外国ルーツの児童生徒等） 59 人

区分 対 応 件数

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ計画に反映する ３

Ｂ 御意見の趣旨を踏まえて取り組む ０

Ｃ その他（質問、他の施策への要望等） ０

計 ３

区分 対 応 件数

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ計画に反映する 14

Ｂ 御意見の趣旨を踏まえて取り組む 32

Ｃ その他（質問、他の施策への要望等） 12

計 58

資料２-２



令和８年度 総合教育会議開催方針（案）

１ 要旨

教育を取り巻く社会環境が急速に変化する中、多様化する教育課題に迅速かつ的確に対応す

るため、令和８年度の総合教育会議は、現時点で開催回数や内容を決定せず、協議・調整すべ

き案件が発生した場合に必要に応じて開催する。

２ 開催する場合

従来は、「会議を年２～３回」とし、前年度末の総合教育会議にて、開催時期や回数、協議す

べき教育課題を確認していたが、今後は、それぞれ以下の場合に総合教育会議を開催する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）第１条の４に規定する各協議事項

ア 大綱の策定に関する協議

・現在の教育大綱は令和６年度策定済

・次期教育大綱策定に係る総合教育会議の開催は令和10年度予定

イ 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興

を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議及び事務の調整

○次の事案が発生した場合に開催

ウ 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがある

と見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議及び事務の調整

○次の事案が発生した場合に開催

※協議：自由な意見交換として幅広く行われるもの

※調整：教育委員会の権限に属する事務について、予算や条例、大学、私学、

児童福祉等の首長の権限に属する事務との調和を図ること

(2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法

律（改正給特法）第８条第３項及び第４項に規定する各報告事項

ア 「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・変更

イ 「業務量管理・健康確保措置実施計画」の実施状況

・令和８年度は本年度策定した計画に対する実施状況の報告が見込まれる。

(3) 文部科学省「高校教育改革に関する基本方針 骨子」による協議事項

ア 高校教育の充実に向けた支援「高等学校教育改革実行計画」の策定

・教育委員会が所管する事務において、予算や条例に関する権限を持つ知事との協議・

調整が必要な場合

・知事部局が所管する事務において、教育委員会との連携に関する協議・調整が必要な

場合

・災害、犯罪、事故、いじめ等への対応に関する協議・調整が必要な場合

・実行計画の策定に当たっては、都道府県教育委員会が中心となることが想定される

が、都道府県知事等の首長や関係部局、地域の関係者や産業界と十分に連携・協働。

総合教育会議等を活用し、幅広い意見等を聞いて策定。

資料３



学校における業務改革プラン（業務量管理・健康確保措置実施計画） 概要
●概要

●本県の状況

●目標指標

●各取組と活動指標

区 分 職員の働きがい 時間外削減 健康確保措置

目標指標

自身の仕事に働き

がいを感じている

教員の割合

児童生徒と向き合え

る「授業」の時間は

楽しいと感じている

教員の割合

時間外在校等時間が

月当たり 45 時間を

超える教員の割合

１年間における教員

の時間外在校等時間

の１箇月平均時間

精神疾患による 30 日

以上の特別休暇及び

休職者の在職者比率

年次有給休暇の

年間平均取得日数

目標値(R10) 100% 100% 0％ 30 時間以下 1.1%以下 16日

校務分掌、部活動等の統廃合による校務の整理

に取り組んだ学校の割合

100%

ＩＣＴを有効活用した授業改善や校務の効率

化に取り組んだ学校の割合

100%

コミュニティスクールの機能を発揮・強化

している学校の割合

100%

静岡県部活動ガイドラインを踏まえた学

校の活動方針に沿った運動部活動の実施

率

100%

中学校における休日の部活動の地域展開

等に着手した市町数

33 市町

教職員人材バンクの登録者数 2,000 人
完全退庁時刻を20時以前に設定する県

立学校の割合（定時制を除く）

100%

ストレスチェック受検率 100%

●対象期間

・令和８年度から令和 10年度までの３年間

●これまでの策定

・平成 31 年２月初版策定（令和４年３月改定）

●進捗管理

・「学校対象調査」や各所管課の調査で進捗状況等を把握

し、評価実施

・評価結果は、次年度の施策や予算等へ反映できるよう

ＨＰで公表

・進捗状況と評価を総合教育会議に報告

・社会の劇的な変動により学校を取り巻く環境が複雑化・多様化

・こどもが予測困難な社会を生きていくことができるよう、学校教育の改善・充実の必要性

・対応すべき様々な課題の発生により、教職員に求められる業務の質が変化し、量も増大

・教職員の心身の負担、教育活動の質の低下や教職そのものへの魅力の低下が懸念

ア 教職員定数等の改善
イ 支援スタッフの充実

ア 学校行事・業務の精選等
イ 調査等の見直しと教員研
修の活用

ア 総務事務集中化・事務職員
の校務運営参画

イ 校務ＤＸ（ＩＣＴの活用）
ウ 業務効率化の好事例の横展開

ア コミュティ・スクールの
導入・強化等

イ 効率的な部活動の推進
ウ 関係機関との連携

ア 時間外在校等時間の
長時間化の是正

イ 健康管理の実施
ウ 柔軟な働き方の環境整備

５ 健康及び福祉の確保に
関する措置３ 業務の効率化２ 業務量の削減１ 人的資源の配置・活用

・時間外在校等時間は、全体としては減少傾向（高校では３割以上の教員が月 45 時間超） ・部活動指導や校務分掌業務が高い割合 ・精神疾患による特別休暇等が全ての校種で増加（特支では継続的に高い傾向）

目標を達成するため、取組を５つに分類

進捗管理のため、各分類毎に活動指標を設定

活動指標 活動指標活動指標

学校行事、職員会議、校内研修等の精

選・見直しに取り組んだ学校の割合

100%

クラウドを活用した県教育委員会等が

行う調査の割合

30%

活動指標

令和 10 年度に目指す姿

・学校における業務改革を加速度的に進めていく必要性

・業務の削減・精選等を図り、授業やその準備等の時間を確保出来る環境の整備

・教職員のウェルビーイングの追求（教職員の心身の健康の保持増進）

・働きやすさと働きがいの両立

・より質の高い教育を実現

４ 地域・家庭、関係機関等
との連携・協働

活動指標

00367566
テキストボックス
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　＜概要＞

　 就学前教育から小学校教育への移行期いわゆる「架け橋期」は、生涯にわたる学びの基盤を築き、人格形成の基礎を培う重要

　 な時期である。しかし、そこには様々な違い（段差）があり、ここでのつまずきは、その後の成長や学習に影響を与えかねない。

   幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図り、学びの連続性を保障するための取組が必要である。

   本県現状と課題を踏まえ、今後、重点的に推進すべき教育施策や取組の方向性を協議する。

「幼保小の連携・接続の強化」

教育課題・論点説明（R7第２回総合教育会議）
資料５－１

１

国　の　動　向　　（中央教育審議会の動き）

※文部科学省　中央教育審議会　教育課程企画特別部会　論点整理資料より抜粋

　○幼児教育「３要領・指針」　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領　　

　　　→令和７年９月　中央教育審議会教育課程企画特別部会　次期改訂の方向性を示す論点整理（素案）公表

　　　　　１　直接的・具体的な体験の一層の充実　　　　　　　  　３　地方自治体における支援体制の充実・強化
　　　　　２　幼児教育と小学校教育との円滑な接続の推進

【創造性を育む学びとその土台作り】
　・遊びを通した学びが、小学校以降の生活や学習の基盤であり、幼児教育は全ての「学びの土台」である
　・小学校以降の生活や学習、教科等の学び・探究のプロセスの原体験になる　→ 小・中・高の探究学習につながっていく



就学前の教育・保育に関わる関係機関及び小学校以降の教育に関わる
関係機関が相互に連携し、幼児期及び幼保小接続期の教育の質向上、
連携の在り方について多面的・多角的に協議を重ねて、今年度「架け橋
期のカリキュラム作成の手引き」を策定、令和８年度は「実践」、令和９年
度は「発展」と計画的に推進していく　　　　　　　　　　　（幼児教育推進室）

○就学前教育推進協議会

「幼保小の連携・接続の強化」

教育課題・論点説明（R7第２回総合教育会議）

■本県における現状と推進・支援体制①

県 の 主 な 取 組

※文部科学省　「幼児教育推進体制の構築に向けて」　より抜粋

架け橋期のコーディネーター、幼児教育アドバイザー等の育成

市町において幼児教育と小学校教育の円滑な接続を推進する「架け橋
期のコーディネーター」や、幼稚園・保育所・認定こども園などを巡回し、
専門的な知見から助言・指導を行う「幼児教育アドバイザー」に対して研
修会等を実施し資質向上を図っている　　　　　（幼児教育推進室）

探究的な学び、きめ細やかな小１少人数支援

 ○自己有用感やレジリエンス等を育む非認知能力の育成
　 ・非認知能力の指導手法・指標の開発
　 ・社会性等を育む｢人間関係づくりプログラム｣の推進

 ○きめ細やかな小１少人数支援充実事業（小１スマイルサポーター）　　　　　　　　　　　　　　

　　・小学校１年生31人以上の学級に支援員を配置　　　　　　　　　（義務教育課）

　

２

　＜義務教育課＞
　・校内教育支援センターへの支援員配置支援　・幼児教育都道府県協議会
　・市町の「学びの多様化学校」設置への支援　　 ・安心安全な居場所づくり
　・教育と福祉のこどもデータ連携に向けた研究  ・バーチャルスクール
　・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(SC)やｿｰｼｬﾙｽｸｰﾙﾜｰｶｰ(SSW)の配置支援
　・教育事務所地域支援課による幼稚園等指導訪問　　等

　＜幼児教育推進室＞（Ｈ28義務教育課内に設置　Ｒ７～こども未来課に移管）

　・幼児教育センター設置　　　　　・全施設種対応サポートチーム訪問支援　　
　・市町幼児教育主管課訪問　　　・教育・保育研究「Springプロジェクト」　
　・市町幼児教育担当者連絡会  ・｢幼児教育センターだより」の発行  
　・全施設種対応希望研修　　等　　　　　　　　

 ＜私学振興課＞
　・学習指導員、ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ等を配置する私立学校に対する助成
　・スクールカウンセラー等を配置する私立学校に対する助成
　・私立学校経常費助成　　等

架け橋期のカリキュラム作成・実践・発展の手引き

その他の取組、推進・支援体制



「幼保小の連携・接続の強化」

教育課題・論点説明（R7第２回総合教育会議）

３

■市町における先進的な取組事例

※文部科学省委託事業 幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業における成果報告会資料より抜粋

掛川市における取組事例

・市内９つの中学校区を「学園」化（中学校区学園化構想 平成25年度から）
　　中学校区を『学園』と呼び、各学園内の園・小・中学校が連携を強化し、地域に根差した一貫性のある教育を実施
　

・かけがわ型架け橋期カリキュラムの開発（令和４年度から令和６年度）
　　令和３年度に作成した「かけがわ型育ちと学びのジョイントブック」を基に、
　　国のモデル地域として、令和４年度から令和６年度に『かけがわ型架け橋期カリキュラム』の開発・検証を実施。
　　完成した『かけがわ型架け橋カリキュラムVer.2』を、令和７年度から市内年長児在園全園と全小学校で運用中

・幼児教育と小学校教育の共有と理解の推進
　　幼児教育施設の保育者と小学校教員が互いの教育について相互理解し、互いの良さを取り入れた教育を実施

研究実施前の課題感

・持続可能な推進実施体制の構築

・小中の接続に比べ幼小接続のためのカリキュラムの開発が進んでいない
・小中一貫教育だけでなく、幼小接続をさらに強固かつ円滑なものにしたい
・小学校側の視点のみのカリキュラムになっていることが多い
・掛川市の特色を生かした幼小接続のためのカリキュラムの開発が必要
・保育者や教員の幼児教育と学校教育に対する共通理解が進んでいない 等

今後の課題（取組）



教職員３人併任

■本県における現状と推進・支援体制②

「幼保小の連携・接続の強化」

教育課題・論点説明（R7第２回総合教育会議）

○こども施策の一体的な推進体制の構築

・幸福度日本一の静岡県の実現と徹底した行財政改革の推進に向けて、重要課題に迅速かつ的確に対応できるよう、令和７年　
度に組織定数の改正を行なった。

　＜こども若者政策部長、こども若者局の設置＞

・本県のこども関連施策の司令塔として健康福祉部に「こども若者政策部長」を設置。
　また、こども・若者と子育て家庭への切れ目のない支援を展開するため、スポーツ・文化観光部から私学振興課を、
　教育委員会事務局から幼児教育推進業務を移管し、「こども若者局」を設置した。（局長以下63人体制（＋３人））

４

幼児教育を推進するための体制の構築

教育的専門性の
維持・強化

幼保小のつながりを
もった体制へ

 こども政策課
 

 こども未来課
（幼児教育推進室）
  

 こども家庭課
 

 私学振興課

健康福祉部
こども若者政策部長

＆
教育委員会事務局

教育部理事
（こども政策連携担当）

健康福祉部
こども未来課

＆
教育委員会事務局

義務教育課

部長級の併任

（幼児教育推進室）

※他にも併任あり



５

教育課題・論点説明（R7第２回総合教育会議）

本県　次期「県教育振興基本計画」
【自己有用感やレジリエンス等を育む
　　　　　　　　　　　　　　　　　非認知能力の育成】
・「自分の思考や感情、 行動を調整する力」の育成が重要
・「学びのつながり」と平行して、「心の教育の充実」を
 幼小中高連続した取組として実施する
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校      Ｒ９から実施

　　　　　　　　　　　小学校     Ｒ８から実施

　　幼児教育　　　Ｒ８から実施

　　Ｒ８から作成　　　　　 　  幼小中高連続した取組へ

幼稚園・保育所・認定こども園といった設置者や施設類型を問わず、また、家庭や地域の状況にかかわらず、全てのこど

　 もが格差なく質の高い学びを保障されるよう、幼児教育から小学校教育への教育の充実を図ることが必要

こどもの発達段階を踏まえて、個々の多様性や学びの連続性に配慮しつつ、幼児教育と小学校教育の円滑な接続をより

　 一層意識して、教育内容や方法を連携することが重要

 
○「学びのつながり」と「心の教育の充実」の連携

幼児教育と小学校教育の共有と理解の推進
（幼児期の学びは探究プロセスの原体験、小学校以降の生活や学習の基礎となる）

学びのつながり
  つながりを意識した組織的かつ計画的な
  「架け橋期カリキュラム」を編成・実施
　※「架け橋期カリキュラム」作成の手引きを県就学前教育推進協議会で策定中

心の教育の充実
  　 学ぶ意欲、自己有用感、他者との協調性と
  　 いった「心の力を育む教育」を実施

「幼保小の連携・接続の強化」

■今後の支援体制の充実と強化

今 後 の 方 向 性

静岡県版 ＳＥＬ ～新・人間関係づくりプログラム～

○幼保小の円滑な接続の推進、架け橋期の教育・保育の充実
　・幼保園及び小学校を対象とした県版架け橋期のカリキュラム作成の手引き

　・市町架け橋期のコーディネーター等育成に向けた研修の実施

　・「小１ギャップ」解消に向け、学級規模に応じた支援員の配置
　

○幼児教育に関わる教職員の専門性の向上

　・リーダー的役割を担う職員に対する保育士等キャリアアップ研修
　

○私立幼稚園の自主性・独自性を活かした取組支援

　・各園の実情と多様なニーズを踏まえた、魅力ある幼稚園づくりの支援

　・児童生徒・保護者の多様な教育ニーズを踏まえた、私立幼稚園教職員の資質向上に

　  向けた研修の支援

【取組の方向性】

〇 こどもの発達や学び
の連続性を保障するた
め、幼児教育と小学校
教育を円滑に接続する
取組を推進します。
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Introduction

ゼミでの保幼小接続の前提；
 

1. 年長と小１の接続面の問題ではない
         ;福井県0~18歳までの一貫教育
2.「小学校」が「保幼」の活動を取り入れるのではなく、
  「小学校」を見通した「就学前教育」が必要；保育の質

１

　 　 　 　 　 　

　 年度 連携先 研究タイトル 主な成果 　

　
2020 裾野市

2020 教育改革に対応するための
裾野市YouTube配信（2本）

　

　 新たな幼保小連携プロジェクト 　

　 2022 三島市 保幼小連携の基盤づくりプロジェクト 小学校＜保幼　意識に有意差 　

　
2023 島田市

保育活動内容と小学校強化単元を結びつけた
保幼の中でも意識の二極化が生じている

　

　 アプローチ・カリキュラムの作成 　

　
2024 裾野市

アクティブ・ラーニングによる 個別対応能力が高い人は保幼小連携の
準備度が進んでいる→逆もまた真

　

　 幼保小接続プロジェクト 　



「care」から「Education」へ

Figure1-2 学習指導要領改訂の方向性(文科省,2017,P12） ２
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EYFS 

Section1.15 効果的な教育と学習の特徴

• 遊びと探索 子どもは物事を調べ，経験し， “やってみる
（have a go)”

• アクティブ・ラーニング 子どもは困難に直面したら集
中し，挑戦し続け，達成を楽しむ

• 創造と批判的思考 子どもは自分のアイディアを創出，
発展，結合させ，事を行うのに戦略を展開する

•  全て改訂された学習指導要領の内容が，就学前から連
続して行われている！
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創造的・批判的思考

• 私は単純なフリ遊び（おままごと）に参加できる。
• 私は材料を選択できる。
• 私が目標に到達しようと頑張っている時には，自分の進歩をレ

ビュー（見直すことが）でき，どのくらいうまくできているかを
チェック（評価）できる。

• 私は自分のアイディアを表出することに自信を持っている。
• 私は現実の問題を解決することができる。
• 私は「今，ここで」を超えたフリ遊びを考えることができ，別の

観点（パースペクティブ）を理解できる。
• 私は自分にとって重要な何かに到達することには，集中して取り

組むことができる。
• 自分のアイディア間をさらに結びつけることができる。

子どもは，自分のアイディアを持ち，発展させ，アイディア同士を結びつけ，物事を
行うのに戦略を用いる。

すべて主語は子ども
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アクティブ・ラーニング

子どもは困難に出会っても集中し挑戦し続け，達成することを楽しむ。

私は困難なことでも，挑戦し続ける。

私は自分の間違いを修正しはじめる。

私はルーティンを知っているので，続きを予測

しはじめる。

私はルーティンに参加できる。

私は目標志向的な行動ができる。

自分で問いを立て，解決す
るために…
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遊びと探索

子どもは物事を調べ経験し，「やってみる（have a go)」

私は自分の行為がこの世界に影響を与えることを認識で
き，だから繰り返すことが好きなのである。
私は遊びのなかで独り言をつぶやくことで，私自身の考
えや行為を導くことができる。
私は自律的に選択できる。
どうやって物を使って遊ぶかを計画し，先に考えること
ができる。
私は自分の興味や関心を，園で見出すことができる。
新しく経験したことに関心を持ったら，それに反応する
ことができる。

＜好き＞を見つけ，行動する

８



•ロールプレイエリアで，子ども
たちは遊びを通じて自分の経験
を表します。時には実際の生活
を友達と演じることもあります。

•子どもは自分の周囲の世界の探
索に，自然な好奇心を用いるこ
とがあります。たとえば，セン
サリー・トレイ（感覚遊びの
ツール）の中で日用品を使って
花びらと水をすくったりして遊
びます。

９



•木工の作業机で何かをしてい
る時は，子どもは集中を維持
しながら，一方で細かいとこ
ろに気を配り，困難が生じて
も挑戦し続けます。

•園庭で遊んでいる時には，子
どもは自分の問題解決スキル，
例えば障害物をよけておも
ちゃのバイクを安全に走らせ
るスキルを学んだ後には，そ
のスキルを熱心に使いたがり
ます。
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目指すは
＜本物の評価＞による
＜本物の学び＞
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就学前教育に
期待されること

・階級再生産の抑止
ヘックマン（2015)
「幼児教育の経済学」

・小学校を見通した
　指導計画と評価
具体的かつ実践的な文章で

・「10の姿」「非認知能力」

1.自発性の発達
2.社会性の発達

12



ご清聴ありがとうございました


